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睡誕瞳
東京国際空港の定額運賃の設定について

施設及びエリアに係る定額運賃は、定額運賃適用施設と一定のエリア内との間の最短

経路に基づき設定することとしている。

また、定額運賃の設定において、タクシー乗り場等が複数存在するような大規模集客

施設の場合、乗り場ごとに異なる定額運賃を設定することは利用者の混乱を招くおそれ

があることから、同一施設に設定する運賃は－つの運賃とすることを基本としており､、

この場合、定額運賃の設定に係る施設の起点又は終点は、当該施設の利用実態等に照ら

すべきである。

東京国際空港においては、昨年3月の国際線発着枠の拡大に伴い国際線ターミナルか

らのタクシー利用者が急増していることから、この状況等を踏まえた設定を認めること

としましたので、通知致します。


